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業務の重点化（段階的縮減）に係る国会答弁①

第171回国会 参議院 総務委員会（平成21年３月19日）

○魚住裕一郎君
続きまして、今も話題になりましたが、地方公共団体金融機構についてお聞きしたいと思います。
公営企業等の金融機構から改組するわけでございますが、一般会計の地方債についても貸付対象を広げるということ

でありますし、臨時財政対策債も引き受けるということでございます。ただ、この貸付対象が拡大された一方で、貸し
付ける資金については段階的な適切な縮減を図るというふうに法案上なされているわけでございます。
地方分権が進んで、地方債の資金の調達について、自助を基本としつつそれを補完する共助としての仕組み、この機

構の果たす役割が大きくなるわけでございますけれども、そうすると、貸し付ける資金についても、段階的に減ってい
くんではなくして、むしろ増加していくというふうに考えるわけでございますが、総務省の御見解はいかがでしょう。

○政府参考人（久保信保君）
地方公共団体が必要とする資金につきましては、先ほども御議論があって大臣からも答弁がありましたけれども、地

方公共団体がそれぞれの責任において調達をするということが基本であると考えております。
このため、政策金融改革の一環として創設されました現機構の地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的

かつ効果的に補完するという基本的な仕組みにつきましては、今回の見直し後におきましても維持するということにい
たしまして、現行の法三十条二項にございます貸付規模の段階的な縮減を図ること、これをそのまま残しております。
ただ、一方で、御指摘がございましたように、特に資金調達能力の弱い地方公共団体につきましては、共同調達に

よって補完する仕組みを一層十分に整えてやる必要があるとも考えております。
こうした観点から、今回、改正法の中に新たに三十条の三項の規定というのを設けまして、金融市場の混乱や経済事

情の変動などによって財源不足対策のための地方債の増発が必要となる場合におきましては、貸付規模を拡大し、地方
債の資金調達を弾力的に補完できる仕組み、これを導入をいたしております。

（参考）地方公共団体金融機構法（平成19年法律第64号）（抄）
第30条
２ 機構は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）第38条第２項の規

定による財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けの縮減に併せて、その地方債の資金の貸付け及び地方債の応募につ
いて段階的に適切な縮減を図るものとする。

３ 前項の規定は、内外の金融秩序の混乱、経済事情の変動等により地方公共団体の財源が不足する場合において地方公共
団体が当該不足額をうめるために起こす地方債については、適用しない。
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業務の重点化（段階的縮減）に係る国会答弁②

第171回国会 参議院 総務委員会（平成21年３月19日）（続き）

○魚住裕一郎君
この機構については、総務大臣のお父上のことも含めて、画期的な制度ということでありますし、地方財政の自己決

定権という意味でも大事なことだと思います。
地方財政審議会の中でも検討会の報告の中では、「真に地方の共同資金調達機関としてその歩みを進めていくために

は、国が法令によりその貸付対象事業や貸付枠について、重点化や制限をすべきではなく、出資者たる地方公共団体の
判断に委ねるべきである。」というふうに書かれているわけでございますが、実際のところ、しかしスキームは、総務
大臣の同意、許可を得た地方債に限り資金を貸し付ける、また、貸付対象事業や事業ごとの貸付額は地方債計画によっ
て決定されるというふうになるわけですね。
そうなると、一体、今の地方分権改革を推進して、自己決定権といいますか、それを拡充させようという趣旨とは

ちょっと違うんではないか、極力国の関与は控えるべきではないか、それこそが地方分権を推進する総務省の取るべき
立場と考えておりますけれども、総務大臣の御見解はいかがでございましょうか。

○国務大臣（鳩山邦夫君）
私並びに総務省は全国の地方公共団体の最大の応援団だと思っておりますので、そういう意識で取り組みますので、

それほど御心配されることはないとは思っております。
ただ、先生のおっしゃる意味はよく分かるので、せっかくこの悲願が成就して地方の共同出資による共同調達機関が

できたわけでありますから、それは国の関与は本来できるだけ少なくして、貸付条件とか貸付規模についても機構の判
断あるいは自治体の希望にこたえるという方向に行くべきだとは思いますけれども、現在はこのような制度になってお
ります。
もちろん、機構は国からの出資も保証も一切ありませんから、その分、何というんだろうな、財務省なら財務省には

余り気兼ねしないでやっていけるということは歴史的に見れば非常に大きな意味があるんだろうと、こう思います。
今回の見直しによって、公営企業のみならず、一般会計についても地方公共団体の資金ニーズに適時適切に対応し、

貸付対象、貸付期間、利率設定方式等についても機構が柔軟に対処することが可能となるわけでございます。
また、貸付規模を地方債計画に計上するに際しては、機構の意見を十分に踏まえて、機構の財務基盤の枠組みにより

可能な範囲で設定することとしておりまして、総務省としては、機構が主体的に運営ができるように、余計な口出しは
しないで、できる限り主体的に行動できるように見守っていきたいと思っております。
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公的資金の配分に係る方針等

平成29年年度地方債同意等基準（抄）（平成29年総務省告示第139号）

第一 総括的事項
一 地方債同意等基準の策定方針等
２ （略）

また、地方債の資金に関しては、公的資金は民間資金の補完であることを基本とし、各資金及び事業の性
格、事業量並びに地方公共団体の資金調達能力、財政状況及び財政運営の健全性等を踏まえた適切かつ柔軟
な資金配分を行うものとする。

今後目指すべき地方財政の姿と平成29年度の地方財政への対応についての意見（抄）
（平成28年12月14日 地方財政審議会）

第二 平成29年度の地方財政への対応
５ 地方財政の健全化に資する取組等
（３）地方自治体の財政健全化等

② 地方債資金の確保
地方債資金については、地方自治体が地域の活性化等に積極的に取り組むことができるよう、長期かつ

低利の資金を提供するため、所要の公的資金を確保すべきである。
特に、臨時財政対策債については、本来、地方交付税の法定率の引上げで対応すべき地方の財源不足を

補うための制度として創設されたものである。臨時財政対策債の資金調達に当たっては、地方の財源保障
の観点から、国が責任を持って一定の資金を確保する必要がある。
また、財政力の弱い地方自治体が円滑に資金調達できるよう、地方自治体の共同調達機関である、地方

公共団体金融機構の財務基盤の充実及び貸付規模の確保を図るべきである。

平成29年度地方債計画資金区分
（４頁：通常収支分、５頁：東日本大震災分）
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（出所）平成２７年度の協議・届出又は許可に係る地方債の発行状況調査
※民間等資金は、借換債を除く

・都道府県及び指定都市にあっては、市場公募等の民間等資金が占める割合が高くなっている。
・市町村・特別区にあっては、財政融資等の公的資金が占める割合が高くなっている。

都道府県
（6兆1,211億円）

指定都市
（1兆7,603億円）

市町村・特別区
（4兆9,962億円）

合計
うち財政融資

うち地方公共団体
金融機構

うち市場公募 うち銀行等引受

128,776 31,430 17,710 29,599 50,037

（単位：億円）

財政融資
8,520
(14%)

機構資金
3,619(6%)

市場公募
22,909
(37%)

銀行等引受
26,163
(43%)

財政融資
2,192
(13%)

機構資金
2,481(14%)

市場公募
6,575(37%)

銀行等引受
6,356(36%)

財政融資
20,718
(42%)

機構資金
11,611
(23%)

市場公募
115(0%)

銀行等引受
17,518
(35%)

都道府県・指定都市・市町村別の地方債発行実績（平成27年度、資金区分別）
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地方公共団体における金融実務経験者の採用状況

 金融実務に関する専門的な知識・経験を活かし、資本市場からの資金調達に係る条件交
渉や資金運用等を担当

 上記業務に従事する専門職員として採用されている例（１県）のほか、金融機関経験者
が地方公共団体に中途採用され、人事異動の一環で上記業務に従事しているケースも見
受けられる

（「採用有り」の団体へ聞き取り）

（団体数（各区分における構成割合））

区分

都道府県・指定都市
中核市・特例市

（80団体）
市区町村
（128団体）公募団体

（55団体）
非公募団体
（12団体）

採用有り 3(  5.5%) 0(  0.0%) 0( 0.0%) 0( 0.0%)
北海道、茨城県、
愛知県

採用無し 52( 94.5%) 12(100.0%) 80(100.0%) 128(100.0%)
※ 一般財団法人 地方債協会 平成28年度「地方債に関する調査研究委員会」報告書より（市区町村は抽出調査）

※ なお、上記のほか、金融機関との人事交流を行っている例がある。
※ また、地方公共団体金融機構においても、地方公共団体から職員の派遣を受け入れている（平成29年４月現在17

名）。
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公営競技納付金制度

地方公共団体
金融機構

地方公共団体
健全化基金
０．９兆円

○ 公営競技（地方競馬、競輪、オートレース、競艇。地方公共団体が施行者）の収益金について、

黒字団体に限り、その一部を地方公共団体金融機構に納付し、地方団体に対する機構の貸付金の

利下げに活用しているもの。

○ 刑法の特例として認められる公営競技について、施行者に偏在する収益金の全国的な均てん化

を図ることをその趣旨とするところ。

公営競技
施行団体

貸付け

【公営競技の収益金の全国的な均てん化の仕組み】

非施行団体 非施行団体

貸付け 貸付け

公営競技納付金

H26年度 32億円
H27年度 30億円
H28年度 36億円

納付金を地方団体への貸付金の利下げに活用することで、収益金の全国的な均てん化を図る

運用益で利下げ

H26年度 197億円
H27年度 202億円
H28年度 200億円

H28年度末
貸付残高
23.7兆円
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現行（平成28年度～平成32年度施行分）の公営競技納付金算定方法

○ 地方財政法附則第３２条の２ ：

① 売上額に応じて算定した額

② 納付限度額

（ 売上額 － 基礎控除額４０億円 ） × １.０％

（ 収益額 － 基礎控除額０.７億円 ） × 下表の率

 累積赤字のある場合は納付免除

「公営競技の収益のうちから、売得金又は売上金の額に１,０００分の
１２以内において政令で定める率を乗じて得た金額」

○ 地方財政法施行令附則第２条：以下の①、②のいずれか少ない額に１００分の８０を乗じた額を納付

売上額 ２５０億円以下の部分 ５０％

２５０億円超３５０億円以下の部分 ６０％

３５０億円超４５０億円以下の部分 ７０％

４５０億円超５５０億円以下の部分 ８０％

５５０億円超６５０億円以下の部分 ９０％

６５０億円超の部分 １００％

累積

※ 下線部は平成28年度延長時における見直し部分
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公営競技における売上額、収益額、納付金額の推移（機構発足以降）
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円
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円
）

納付金額

収益額
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※１ 売上額は施行者協議会統計資料、収益額は地方財政状況調査（平成28年度分は速報値）による。
※２ 納付金額は、機構の決算額ベース（平成28年度分は速報値）である。
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